
医療ＤＸ推進本部幹事会の構成員の官職の指定について 

 

令和４年  月  日 

医療ＤＸ推進本部長決定案 

 

 

医療ＤＸ推進本部の設置について（令和４年 月 日閣議決定）第３項に基

づき、医療ＤＸ推進本部幹事会の構成員の官職を次のとおり指定する。ただし、

議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 

 

議  長 内閣官房副長官（衆） 

議長代理 厚生労働副大臣 

    デジタル副大臣 

副 議 長 内閣官房副長官補（内政担当） 

構 成 員 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

内閣官房内閣審議官（新型コロナウイルス等感染症対策推進室審

議官） 

デジタル庁国民向けサービスグループ次長 

総務省大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 

厚生労働事務次官 

厚生労働省医務技監 

厚生労働省医薬産業振興・医療情報審議官 

厚生労働省大臣官房審議官（健康、生活衛生、口腔健康管理、ア

ルコール健康障害対策、災害対策担当） 

厚生労働省大臣官房審議官（医療介護連携、データヘルス改革担

当） 

経済産業省商務・サービス政策統括調整官 

 

資料８ 


